
資料Ⅰ－２－２－① 
公共事業関係費の事項（事業区分）と所管府省 

 
公共事業の事業区分を一般会計予算の公共事業関係費の事項別の区分で整理すると次 

のとおりである。 

（注）１ 一般会計予算の区分により作成した。 

２ 北海道及び沖縄県で実施される公共事業のうち、内閣府及び国土交通省において予算が一括 

計上されるものについては、移替え・繰入れ先の省で整理した。 

３ 調整費等及び地域再生交付金については、移替え・繰入れ先の省で整理した。 

４ 公共事業関係費を所管する府省は、表中の６府省（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済 

産業省、国土交通省及び環境省）に加え、沖縄総合事務局を地方支分部局とする内閣府である。 

５ 「災害復旧等」は、評価法の下で事前評価の実施が義務付けられている個々の公共事業の範 

囲から除かれている。 

事 項（ 事 業 区 分 ） 所 管 府 省 

１ 治山治水対策 － 
   治  水  国土交通省 
   治  山  農林水産省 
   海  岸  農林水産省、国土交通省 
２ 道路整備  国土交通省 
３ 港湾空港鉄道等整備 － 
   港湾整備  国土交通省 
   空港整備  国土交通省 
   都市・幹線鉄道整備  国土交通省 
   新幹線鉄道整備  国土交通省 
   航路標識整備  国土交通省 
４ 住宅都市地域環境整備 － 
   住宅対策  国土交通省 
   都市地域環境整備  国土交通省 
５ 下水道水道廃棄物処理等 － 
   下水道  国土交通省 
   水道  厚生労働省 
   廃棄物処理  環境省 
   工業用水道  経済産業省 
   都市公園  国土交通省 
   自然公園等  環境省 
   情報通信格差是正  総務省 
６ 農業農村整備  農林水産省 
７ 森林水産基盤整備 － 
   森林整備  農林水産省 
   水産基盤整備  農林水産省 
８ 調整費等  
   調整費等 
 
   地域再生基盤強化交付金 

 総務省、厚生労働省、農林水産省、 

 経済産業省、国土交通省、環境省 

 農林水産省、国土交通省、環境省 
９ 災害復旧等  関係府省 
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資料Ⅰ－２－２－② 
公共事業に係る評価に関する主な経緯 

 
 

平成９年 12月５日  「物流効率化による経済構造改革特別枠」に関する関係閣僚会合 
総理から公共事業全体への「再評価システムの導入」、「費用対効果分析の活

用」について、公共事業関係６省庁に指示 
 

10年３月 27 日  公共事業の実施に関する連絡会議（第４回） 
建設省等公共事業関係６省庁が、各省庁所管のすべての公共事業について再

評価システムを平成 10年度から導入することを申し合わせ。また、再評価シ
ステムの導入と同時に新規事業採択時の費用対効果分析についても、基本的に
全事業について導入することとし、平成 10年度から試行を含め運用 

 
11年３月 30 日  公共事業の実施に関する連絡会議（第６回） 

費用対効果分析の共通的な運用指針（試行案）を策定 
 

11 年４月 27 日  「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」（平成 11 年４月 27
日閣議決定）（抄） 

事業の実施の前後において、できる限り客観的な費用効果分析を行い、その
結果を公表することにより、公共事業の決定過程の透明化及び評価の適正化を
図る。 
事業の完了後における費用効果分析を含む事業評価についても、その運用方

針等の作成に向けて、関係省庁において、平成 11年度より順次、評価の試行
に着手する。 

 
11 年７月 30 日  「平成 12 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（平成 11

年７月 30日閣議了解）（抄） 
公共投資全般について、省庁間の枠を越えた事業間の連携の強化、公共工事

のコスト縮減対策の推進、費用対効果分析等の客観的な評価による採択の必要
性の検証、再評価システムの適用による継続事業の見直し等を更に徹底するこ
とにより、事業の効率化・効果的実施を図るとともに、その透明性を十分確保
する。 

 
11年８月 30 日  公共事業の実施に関する連絡会議（第７回） 

事後評価の試行等について口頭申し合わせ 
 

12年 12月１日  「行政改革大綱」（平成 12年 12月１日閣議決定）（抄） 
政策評価の円滑な実施、政策評価に関する実施要領の速やかな策定、費用対

効果分析による事業評価（国土交通省）を推進等 
 

13年６月 22 日  行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号）成立 
 

13年６月 26 日  「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（平成 13年
６月 26 日閣議決定）（抄） 
経済社会状況の変化等により費用対効果の低下した事業を改めて見直すルー

ルづくり､第三者による評価内容のチェックと資料・データの公開､事前評価に
当たっては同種事業の事後評価の結果を踏まえて行うなどの改善が必要である。 

 
14年１月 25 日  「構造改革と経済財政の中期展望」（平成 14年 1月 25日閣議決定）（抄） 

（公共投資の規模、効率化、PFIの活用） 
公共事業の効率性・透明性の向上に向け、事業評価の改善（第三者によるチ

ェック、事後評価結果の同種事業への活用、評価手法の改善など）、コスト縮
減、法改正により適用範囲の拡大等が行われた PFIの一層の活用、既存ストッ
クの有効活用、一般競争入札の拡大等競争性の向上、過度の入札制限の見直し
など具体的な取組を進める。 
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14 年４月１日  行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号）施行 
 

14年６月 25日  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」（平成 14年 6月 25日閣議
決定）（抄） 
（実効ある効率化の実現） 
公共事業の効率化のため、さらに厳格な事業評価を行い、その結果を予算編成

に十分反映する必要がある。このため、事前評価に同種事業の事後評価の結果を

確実に反映する仕組みを構築する。また、第３者による評価内容のチェック機能

の強化、関連情報を含めた情報公開の徹底、国民に対する説明責任の明確化を実

現する。 
 

14年 11月 29日  「平成 15年度予算編成の基本方針」（平成 14年 11月 29日閣議決定）（抄） 
（公共投資の効率性・透明性の向上） 
評価手法の改善・共通化の推進、第三者による評価内容のチェック機能の強化、

人口動態等を踏まえた厳正な需要予測（モデル、データ）など関連情報を含めた

情報公開の徹底などを進めることにより、事業評価の仕組みを一層改善する。 
事業評価の結果を予算に十分反映する。事前評価、再評価及び事後評価を公

表し、比較・検証した上で、実績の伴わない事業については、予算要求や計画
の見直しに活用するとともに、同分野の評価手法や今後の計画・調査等へ反映
する仕組みを導入する。 

 
15年 12月５日  「平成 16年度予算編成の基本方針」（平成 15年 12月 5日閣議決定）（抄） 

（公共投資の効率性・透明性の向上） 
公共事業においても、政策目標を国民の視点で策定し（Plan）、目標達成の

ために予算を効率的に活用し（Do）、目標達成状況を厳しく評価し（Check）、
評価結果を施策改善や予算に反映させる（Action）というマネジメントサイク
ルを確立するとともに、情報公開を徹底し、透明性の向上を図る。 

（個別プロジェクトの見直し） 
再評価を適切に実施することにより、社会経済情勢の変化に伴い必要性の低

下した事業を中止するなど、個別プロジェクトの見直しを行う。事業評価に当
たっては、直近の人口動態等を踏まえた厳正な需要予測を行うとともに、かい
離の原因、改善策も含めた関連情報の公開を徹底するほか、第三者によるチェ
ック機能を強化する。また、事業評価を踏まえ個別事業の新規採択・継続・中
止の判断を行うことにより評価結果を予算に十分反映する。 
なお、評価手法については、事後評価の結果や他の事業で用いられている手

法との比較検討を踏まえ、一層の改善を図る。 
 

16年 12月３日  「平成 17年度予算編成の基本方針」（平成 16年 12月３日閣議決定）（抄） 
（事業評価の厳格な実施等） 
政策目標の策定（Plan）、予算の効率的な活用（Do）、目標達成状況の評価

（Check）、評価結果の予算等への反映（Action）というマネジメントサイクル
を確立し、事業評価を踏まえ個別事業の新規採択・継続・中止を判断するなど
評価結果を予算に反映する。事業評価に当たっては、直近の人口動態等を踏ま
えた厳正な需要予測を行うとともに、第三者によるチェック機能の活用、情報
公開の徹底、透明性の確保を図る。また、評価手法については、他の事業で用
いられている手法との比較検討等を踏まえ、一層の改善を図る。 

 
17年 12月６日  「平成 18年度予算編成の基本方針」（平成 17年 12月６日閣議決定）（抄） 

（事業評価の厳格な実施等） 
効率的な事業実施のために、事前・事後の事業評価を厳格に実施する。事

業評価に当たっては、第三者によるチェック機能の活用、情報公開の徹底、
透明性の確保を図りつつ、事業評価を踏まえて個別事業の新規採択・継続・
中止を判断するなど、評価結果の予算への反映を徹底する。 
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18年 12月１日  「平成 19年度予算編成の基本方針」（平成 18年 12月１日閣議決定）（抄） 
（各分野における歳出改革） 
② 公共投資 

特に、談合の排除を徹底し、一般競争方式の拡大や総合評価方式の拡充
等を通じた入札・契約の一層の競争性、透明性、公正性の確保に取り組む
とともに、引き続き評価結果の予算への反映を徹底するなど、事前・事後
の事業評価を厳格に実施する。 

 
19年 12月４日  「平成 20年度予算編成の基本方針」（平成 19年 12月４日閣議決定）（抄） 

（各分野における歳出改革） 
① 公共投資 

国・地方を通じて入札談合を廃絶し、一般競争方式の拡大や総合評価方
式の拡充等による入札・契約制度の改革に取り組むとともに、引き続き事
業評価結果の予算への反映を徹底するなど、事前・事後の事業評価の充実
及び厳格な適用を実施する。 

     
20 年 12 月３日  「平成 21 年度予算編成の基本方針」（平成 20 年 12 月３日閣議決定）（抄）          

（住宅・公共投資） 
経済社会状況の最新のデータに基づいたＰＤＣＡの厳格な実施、事業評

価に関する第三者機関の機能の拡充、実績が事前の評価を下回る事例の十
分な把握等を通じ、不断の見直しを行いつつ計画的に実施し、引き続き事
業評価結果の予算への反映を徹底するなど、事前・事後の事業評価の充実
及び厳格な適用を実施する。 
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象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

事
前
評
価
 

評
価

法
第

９
条

及
び

評
価

法
施

行

令
第

３
条

に
よ

り
評

価
を

義
務

付

け
ら

れ
た

個
々

の
公

共
事

業
と

し

て
、
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
事
業

及
び

災
害

復
旧

事
業

等
を

除
く

農

林
水
産
公
共
事
業
の
う
ち
、
総
事
業

費
1
0
億
円
以
上
の
事
業
 

新
た

に
事

業
を

採
択

す
る

時
ま

で

に
評
価
を
実
施
（
個
別
の
地
区
に
つ

い
て

予
算

の
概

算
要

求
を

行
う

事

業
に
つ
い
て
は
、
概
算
要
求
書
を
財

務
省

へ
提

出
す

る
時

ま
で

に
評

価

を
実
施
）
 

○
農
業
農
村
整
備
事
業
等
 

・
直
轄
事
業
及
び
機
構
等
営
事
業
 

農
村
振
興
局
 

・
補
助
事
業
 

農
村
振
興
局
 

生
産
局
（
北
海
道
）
 

地
方
農
政
局
 

沖
縄
総
合
事
務
局
（
沖
縄
県
）
 

○
林
野
公
共
事
業
 

・
直
轄
事
業
及
び
機
構
等
営
事
業
 

林
野
庁
 

・
補
助
事
業
 

林
野
庁
 

○
水
産
関
係
公
共
事
業
 

・
直
轄
事
業
 

水
産
庁
 

・
補
助
事
業
 

水
産
庁
 

費
用

対
効

果
分

析
そ

の
他

の
手

法

に
よ
り
、
事
業
効
果
を
定
量
的
に
測

定
・
把
握
 

評
価
結
果
に
基
づ
き
新
規
採
択
（
着

工
要
求
）
地
区
を
決
定
 

再
評
価
 

（
期

中
の

評
価
）
 

原
則
と
し
て
、
評
価
法
第
７
条
第
２

項
第

２
号

及
び

評
価

法
施

行
令

第

２
条

に
よ

り
評

価
を

義
務

付
け

ら

れ
た
、
未
着
手
の
事
業
及
び
未
了
の

事
業
で
、
施
設
の
維
持
管
理
に
係
る

事
業

及
び

災
害

復
旧

事
業

等
を

除

く
農
林
水
産
公
共
事
業
 

○
未
着
手
の
事
業
 

事
業

採
択

か
ら

未
着

手
の

ま
ま

５
年
を
経
過
し
た
時
点
 

○
未
了
の
事
業
 

事
業

採
択

か
ら

未
了

の
ま

ま
10

年
を
経
過
し
た
時
点
 

○
対
象
と
な
る
事
業
が

10
年
を
超

え
て
継
続
す
る
場
合
 

直
近

に
期

中
の

評
価

を
実

施
し

た
年
度
か
ら
起
算
し
て
５
年
ご
と
 

 ※
 
自
然
災
害
等
の
発
生
、
社
会
経

済
情

勢
の

変
化

等
に

よ
り

評
価

の
実

施
主

体
が

必
要

と
認

め
た

事
業
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
時
期

に
評
価
を
実
施
 

○
農
業
農
村
整
備
事
業
等
 

・
直
轄
事
業
及
び
機
構
等
営
事
業
 

農
村
振
興
局
 

地
方
農
政
局
 

北
海
道
開
発
局
（
北
海
道
）
 

沖
縄
総
合
事
務
局
（
沖
縄
県
）
 

・
補
助
事
業
 

農
村
振
興
局
（
北
海
道
）
 

生
産
局
（
北
海
道
）
 

地
方
農
政
局
 

沖
縄
総
合
事
務
局
（
沖
縄
県
）
 

○
林
野
公
共
事
業
 

・
直
轄
事
業
及
び
機
構
等
営
事
業
 

林
野
庁
 

・
補
助
事
業
 

林
野
庁
 

○
水
産
関
係
公
共
事
業
 

・
直
轄
事
業
 

水
産
庁
 

・
補
助
事
業
 

水
産
庁
 

以
下

の
評

価
項

目
に

つ
い

て
点

検

し
、

事
業

実
施

の
妥

当
性

に
つ

い

て
、
総
合
的
か
つ
客
観
的
に
評
価
 

①
費

用
対

効
果

分
析

の
算

定
基

礎

と
な
っ
た
要
因
の
変
化
 

②
農
林
水
産
業
情
勢
、
農
山
漁
村
の

状
況

そ
の

他
の

社
会

経
済

情
勢

の
変
化
 

③
事
業
の
進
捗
状
況
 

④
関
連
事
業
の
進
捗
状
況
 

⑤
地
元
（
受
益
者
、
地
方
公
共
団
体

等
）
の
意
向
 

⑥
事
業
コ
ス
ト
縮
減
等
の
可
能
性
 

⑦
代
替
案
の
実
現
可
能
性
 

  

事
業

の
継

続
、

縮
小

そ
の

他
の

変

更
、
休
止
又
は
中
止
の
方
針
を
決
定
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区
分
 

対
象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

完
了

後
の

評
価
 

原
則
と
し
て
、
施
設
の
維
持
管
理
に

係
る

事
業

及
び

災
害

復
旧

事
業

等

を
除

く
農

林
水

産
公

共
事

業
の

う

ち
、
総
事
業
費

10
億
円
以
上
の
事

業
（
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業

実
施

主
体

の
協

力
が

得
ら

れ
る

範

囲
内

で
実
施
）
 

事
業
完
了
後
一
定
期
間
（
お
お
む
ね

５
年
）
経
過
後
に
実
施
 

 ※
 

こ
れ

以
外

の
時

期
に

お
い

て

も
、
自
然
災
害
の
発
生
、
社
会
経

済
情

勢
の

変
化

等
に

よ
り

評
価

の
実

施
主

体
が

必
要

と
認

め
た

場
合
に
は
、
実
施
 

○
農
業
農
村
整
備
事
業
等
 

・
直
轄
事
業
及
び
機
構
等
営
事
業
 

農
村
振
興
局
（
※
１
）
 

地
方
農
政
局
 

北
海
道
開
発
局
（
北
海
道
）
 

沖
縄
総
合
事
務
局
（
沖
縄
県
）
 

機
構
等
（
※
２
）
 

・
補
助
事
業
 

 
 
農
村
振
興
局

(北
海
道
) 

 
 
生
産
局

(北
海
道
) 

 
 
地
方
農
政
局
 

 
 
沖
縄
総
合
事
務
局
（
沖
縄
県
）
 

※
1:

国
営

草
地

開
発

事
業

の
場

合

は
生
産
局
及
び
農
村
振
興
局
 

※
2:

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研

究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源

機
構
 

○
林
野
公
共
事
業
 

・
直
轄
事
業
及
び
機
構
等
営
事
業
 

林
野
庁
 

・
補
助
事
業
 

林
野
庁
 

○
水
産
関
係
公
共
事
業
 

・
直
轄
事
業
 

水
産
庁
 

・
補
助
事
業
 

水
産
庁
 

以
下

の
視

点
に

つ
い

て
事

業
の

特

性
に
応
じ
た
評
価
項
目
を
設
定
し
、

事
業

実
施

の
も

た
ら

す
効

果
に

つ

い
て
、
総
合
的
か
つ
客
観
的
に
評
価
 

①
費

用
対

効
果

分
析

の
算

定
基

礎

と
な
っ
た
要
因
の
変
化
 

②
事
業
効
果
の
発
現
状
況
 

③
事

業
に

よ
り

整
備

さ
れ

た
施

設

の
管
理
状
況
 

④
事
業
実
施
に
よ
る
環
境
の
変
化
 

⑤
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

⑥
今
後
の
課
題
等
 

  

対
象

事
業

等
に

つ
い

て
必

要
な

措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
今
後
の
事

業
の
在
り
方
の
検
討
、
事
業
評
価
手

法
の
改
善
等
を
推
進
 

（
注
）
１
 
農
林
水

産
省
の
基
本
計
画
、
評
価
実
施
要
領
等
を
基
に
作
成
し
た
。
 

２
 

「
区
分
」
欄
の

（
 
）
内
は
、
農
林
水
産
省
の
区
分
に
お
け
る
呼
称
で
あ
る
。
 

-63-



【
経
済
産
業
省
】
 

区
分
 

対
象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

事
前
評
価
 

地
方

公
共

団
体

等
が

工
業

用
水

道

事
業

費
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て

実
施

す
る

個
々

の
建

設
及

び
改

築

事
業
（
評
価
法
施
行
令
第
３
条
第
４

号
で

定
め

る
要

件
に

該
当

す
る

事

業
）
 ・
新
規
の
事
業
に
補
助
 

金
を
交
付
す
る
場
合
 

・
過
去
、
補
助
金
を
交
 

付
し
た
事
業
で
あ
っ
 

て
、
補
助
金
の
交
付
 

を
休
止
し
て
い
る
事
 

業
に
対
し
て
、
再
度
 

補
助
金
を
交
付
す
る
 

場
合
 

事
業

に
関

す
る

事
前

評
価

を
年

度

末
ま
で
に
実
施
（
予
算
要
求
を
伴
う

事
業

の
評

価
に

つ
い

て
は

概
算

要

求
ま
で
に
実
施
）
 

経
済
産
業
省
に
お
い
て
実
施
 

費
用

便
益

分
析

と
そ

の
他

の
指

標

に
よ

る
評

価
項

目
を

総
合

的
に

評

価
 

  

評
価
結
果
を
基
に
、
当
該
事
業
の
補

助
金

交
付

に
関

す
る

対
処

方
針

を

決
定
 

再
評
価
 

（
事

後
評

価
）
 

地
方

公
共

団
体

等
が

工
業

用
水

道

事
業

費
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て

実
施

す
る

個
々

の
建

設
及

び
改

築

事
業
 ・
長
期
に
わ
た
り
継
続
中
の
 

事
業
に
対
し
て
補
助
金
を
 

交
付
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
 

事
業
の
評
価
を
実
施
後
、
 

５
年
以
上
連
続
し
て
補
助
 

金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
 

事
業
 

・
事
業
計
画
の
大
幅
な

変
更
 

や
、
事
業
の
継
続
に
対
す
 

る
疑
念
等
が
生
じ
た
こ
と
 

を
確
認
し
た
場
合
 

・
評
価
法
第
７
条
第
２
項
第
 

２
号
に
該
当
す
る
場
合
 

事
業

に
関

す
る

事
後

評
価

を
年

度

末
ま
で
に
実
施
（
予
算
要
求
を
伴
う

事
業

の
評

価
に

つ
い

て
は

概
算

要

求
ま
で
に
実
施
）
 

経
済
産
業
省
に
お
い
て
実
施
 

費
用

便
益

分
析

と
そ

の
他

の
指

標

に
よ

る
評

価
項

目
を

総
合

的
に

評

価
 

  

評
価
結
果
を
基
に
、
当
該
事
業
の
補
助

金
交
付
に
関
す
る
対
処
方
針
を
決
定
 

①
 
事
業
の
継
続
 

現
計
画
に
よ
る
整
備
が
適
切
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

②
 
事
業
計
画
を
見
直
し
継
続
 

事
業
実
施
計
画
、施

設
規
模
の
見

直
し
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

③
 
事
業
の
休
止
 

需
要
の
発
生
の
遅
れ
等
の
理
由

に
よ
り
、
当
分
の
間
、
施
設
整
備
を

見
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
 

④
 
事
業
の
中
止
 

需
要
が
見
込
ま
れ
な
い
等
、
事
業

の
実

施
の
必
要
性
が

失
わ
れ
て

い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

（
注
）
１
 
経
済
産
業
省
の
評
価
実
施
要
領
等
を

基
に
作
成
し
た
。
 

２
 

「
区

分
」

欄
の

（
 
）
内
は
、
経
済
産
業
省
の
区
分
に
お
け
る
呼
称
で
あ
る
。
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【
国
土
交
通
省
】
 

区
分
 

対
象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

事
前
評
価
 

（
新

規
事

業
採

択
時

評
価
）
 

維
持
・
管
理
に
係
る
事
業
、
災
害
復

旧
に

係
る

事
業

等
を

除
く

す
べ

て

の
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
 

・
事
業
費
を
予
算
化
し
 

よ
う
と
す
る
事
業
 

・
準
備
・
計
画
に
要
す
 

る
費
用
を
予
算
化
し
 

よ
う
と
す
る
事
業

(※
) 

 ※
 

高
規

格
幹

線
道

路
に

係
る

事
業

等

に
お

け
る

着
工

準
備

費
又

は
ダ

ム
事

業
に

お
け

る
実

施
計

画
調

査
費

を
予

算
化
し
よ
う
と
す
る
事
業
で
、
事
業
採

択
前
の
準
備
・
計
画
段
階
で
着
工
時
の

個
別
事
業
箇
所
が
明
確
な
も
の
 

【
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
】
 

原
則

と
し

て
当

該
予

算
に

係
る

年

度
の

前
年

度
の

１
月

末
ま

で
を

目

途
に
実
施
 

 【
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
】
 

原
則

と
し

て
当

該
予

算
に

係
る

年

度
の
前
年
度
末
ま
で
に
実
施
 

本
省
、
外
局
又
は
国
土
交
通
省
の
設

置
す
る
特
別
の
機
関
 

（
一
括
配
分
に
係
る
事
業
の
場
合
）
 

地
方
支
分
部
局
等
 

費
用

対
効

果
分

析
を

行
う

と
と

も

に
、
事
業
特
性
に
応
じ
て
環
境
に
与

え
る

影
響

や
災

害
発

生
状

況
等

も

含
め
、
総
合
的
に
評
価
を
実
施
 

評
価
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
の

予
算
化
、
補
助
金
交
付
等
に
係
る
対

応
方
針
を
決
定
 

(
1)
直
轄
事
業
 

(
2)

独
立

行
政

法
人

等
施

行
事

業
（

独
立

行
政

法
人

等
が

行

う
補
助
事
業
を
除
く
。）

 

(
3)

独
立

行
政

法
人

等
施

行
事

業
（

独
立

行
政

法
人

が
行

う

補
助
事
業
に
限
る
。
）
 

(
4)
補
助
事
業
等
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区
分
 

対
象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

再
評
価
 

維
持
・
管
理
に
係
る
事
業
、
災
害
復

旧
に

係
る

事
業

等
を

除
く

す
べ

て

の
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業

 

【
左
記
①
の
事
業
】
 

（
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
）
 

 
事

業
採

択
後

５
年

目
の

年
度

の

１
月
末
ま
で
を
目
途
に
実
施
 

（
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
）
 

事
業

採
択

後
５

年
目

の
年

度
末

ま
で
に
実
施
 

 【
左
記
②
の
事
業
】
 

（
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
）
 

 
事
業
採
択
後

10
年
目
の
年
度
の

１
月
末
ま
で
を
目
途
に
実
施
 

（
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
）
 

事
業
採
択
後

10
年
目
の
年
度
末

ま
で
に
実
施
 

 【
左
記
③
の
事
業
】
 

（
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
）
 

着
工

準
備

費
又

は
実

施
計

画
調

査
費

の
予

算
化

後
５

年
目

の
年

度
の

１
月

末
ま

で
を

目
途

に
実

施
 

（
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
）
 

着
工

準
備

費
又

は
実

施
計

画
調

査
費

の
予

算
化

後
５

年
目

の
年

度
末
ま
で
に
実
施
 

 【
左
記
④
の
事
業
】
 

＜
３
年
未
着
工
＞
 

（
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
）
 

 
事

業
採

択
後

３
年

目
の

年
度

の

１
月
末
ま
で
を
目
途
に
実
施
 

（
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
）
 

事
業

採
択

後
３

年
目

の
年

度
末

【
直
轄
事
業
】
 

（
本
省
等
が
行
う
事
業
の
場
合
）
 

本
省
、
外
局
又
は
国
土
交
通
省
の

設
置
す
る
特
別
の
機
関
 

（
地

方
支

分
部

局
等

が
行

う
事

業

の
場
合
）
 

地
方
支
分
部
局
等
 

【
独
立
行
政
法
人
等
施
行
事
業
】
 

独
立
行
政
法
人
等
 

【
補
助
事
業
等
】
 

地
方
公
共
団
体
等
、
地
方
公
社
又

は
民
間
事
業
者
等
 

以
下
の
視
点
に
よ
り
評
価
 

①
 
事
業
の
必
要
性
等
 

ⅰ
）
事
業
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
情

勢
等
の
変
化
 

ⅱ
）
事
業
の
投
資
効
果
（
原
則
と

し
て

費
用

対
効

果
分

析
を

実

施
）
 

ⅲ
）
事
業
の
進
捗
状
況
 

②
 
事
業
の
進
捗
の
見
込
み
 

③
 

コ
ス

ト
縮

減
や

代
替

案
立

案

等
の
可
能
性
 

  

評
価
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
の

継
続

又
は

中
止

に
係

る
対

応
方

針

（
※

）
、

補
助

金
交

付
等

に
係

る
対

応
方
針
を
決
定
 

 ※
 
事
業
の
継
続
の
方
針
（
必
要
に

応
じ
て
事
業
手
法
、
施
設
規
模
等

内
容

の
見

直
し

及
び

配
慮

す
べ

き
事

項
を

含
む

。
）

又
は

中
止

の

方
針
（
中
止
に
伴
う
事
後
措
置
を

含
む

。）
 

①
事
業
採
択
後
５
年
間
が
経
過
し
た

時
点
で
未
着
工
の
事
業
 

②
事
業
採
択
後

10
年
間
（
※
）
が
経

過
し
た
時
点
で
継
続
中
の
事
業
 

③
高
規
格
幹
線
道
路
に
係
る
事
業
等

に
お
け
る
着
工
準
備
費
又
は
ダ
ム

事
業
に
お
け
る
実
施
計
画
調
査
費

の
予
算
化
後
５
年
間
が
経
過
し
た

事
業
 

④
事
業
採
択
後
３
年
間
が
経
過
し
た

時
点
で
未
着
工
又
は
事
業
採
択
後

７
年
間
（
※
）
が
経
過
し
た
時
点

で
継
続
中
の
官
公
庁
施
設
の
建
設

等
の
事
業
 

⑤
事
業
採
択
後
、
河
川
整
備
計
画
の

策
定
等
が
行
わ
れ
、
同
計
画
に
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事

業
 

 (
1)
直
轄
事
業
 

(
2)

独
立

行
政

法
人

等
施

行
事

業
（

独
立

行
政

法
人

等
が

行

う
補
助
事
業
を
除
く
。）

 

(
3)

独
立

行
政

法
人

等
施

行
事

業
（

独
立

行
政

法
人

が
行

う

補
助
事
業
に
限
る
。
）
 

(
4)
補
助
事
業
等
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ま
で
に
実
施
 

＜
７
年
継
続
＞
 

（
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
）
 

 
事

業
採

択
後

７
年

目
の

年
度

の

１
月
末
ま
で
を
目
途
に
実
施
 

（
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
）
 

事
業

採
択

後
７

年
目

の
年

度
末

ま
で
に
実
施
 

 【
左
記
⑥
の
事
業
】
 

（
左
記

(1
)及

び
(
2)
の
事
業
）
 

再
評

価
実

施
時

か
ら

左
記

⑥
の

期
間

経
過

後
の

年
度

の
１

月
末

ま
で
を
目
途
に
実
施
 

（
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業
）
 

再
評

価
実

施
時

か
ら

左
記

⑥
の

期
間

経
過

後
の

年
度

末
ま

で
に

実
施
 

 ※
左

記
の

予
備

的
な

検
討

の
結

果

再
評

価
を

実
施

す
る

こ
と

と
な

っ

た
事

業
及

び
事

業
採

択
時

に
お

け

る
予

定
事

業
実

施
期

間
が

５
年

以

内
の
事
業
で
あ
っ
て
、
大
幅
に
事
業

実
施

期
間

が
延

び
る

見
込

み
の

事

業
に
つ
い
て
は
、
左
記

(1
)及

び
(
2)

の
事
業
に
あ
っ
て
は
、
事
業
採
択
後

５
年

目
の

年
度

の
１

月
末

ま
で

を

目
途
に
、
左
記

(3
)及

び
(
4)
の
事
業

に
あ
っ
て
は
、
事
業
採
択
後
５
年
目

の
年
度
末
ま
で
に
再
評
価
を
実
施
 

    

⑥
再
評
価
実
施
後
一
定
期
間
（
３
年
、

５
年
又
は

10
年
）
が
経
過
し
て
い

る
事
業
 

⑦
社
会
経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
、

技
術
革
新
等
に
よ
り
再
評
価
の
実

施
の
必
要
が
生
じ
た
事
業
 

 ※
・
事
業
採
択
後
５
年
間
が
経
過
し

た
時
点
で
継
続
中
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
等
の

動
向
、
事
業
の
進
捗
状
況
等
を

踏
ま
え
、
再
評
価
を
実
施
す
る

こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
に
つ
い

て
予
備
的
な
検
討
を
行
い
、
再

評
価
の
実
施
の
必
要
性
を
判
断
 

・
事
業
採
択
時
に
お
け
る
予
定
事

業
実
施
期
間
が
５
年
以
内
の
事

業
で
あ
っ
て
、
大
幅
に
事
業
実

施
期
間
が
延
び
る
見
込
み
の
事

業
に
つ
い
て
は
、
再
評
価
を
実

施
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区
分
 

対
象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

完
了

後
の

評
価
 

（
完

了
後

の
事

後
評

価
）
 

事
業
完
了
後
の
一
定
期
間
（
５
年
以

内
）
が
経
過
し
た
事
業
及
び
改
め
て

完
了

後
の

事
後

評
価

を
行

う
必

要

が
あ
る
事
業
（
※
）
 

 ※
 

事
業

評
価

監
視

委
員

会
の

審

議
結
果
を
踏
ま
え
、
事
後
評
価
の

実
施

主
体

の
長

が
改

め
て

事
後

評
価

を
行

う
必

要
が

あ
る

と
判

断
し
た
事
業
 

・
審
議
結
果
を
踏
ま
え
、
効
果
 

の
発
現
が
十
分
で
は
な
い
が
、
 

今
後
時
間
の
経
過
に
よ
り
効
 

果
の
発
現
が
期
待
で
き
る
と
 

事
後
評
価
の
実
施
主
体
の
長
 

が
判
断
し
た
事
業
 

・
審
議
結
果
を
踏
ま
え
、
改
善
 

措
置
が
必
要
で
あ
る
と
事
後
 

評
価
の
実
施
主
体
の
長
が
判
 

断
し
、
そ
の
措
置
が
講
じ
ら
 

れ
た
事
業
 

・
そ
の
他
、
事
後
評
価
の
実
施
 

主
体
の
長
が
必
要
と
判
断
し
 

た
も
の
 

○
事

業
完

了
後

一
定

期
間

が
経

過

し
た
事
業
 

→
 

事
後

評
価

の
対

象
と

な
る

年

の
年
度
末
ま
で
に
実
施
 

 ○
審
議
結
果
を
踏
ま
え
、
事
後
評
価

の
実

施
主

体
の

長
が

改
め

て
事

後
評

価
を

行
う

必
要

が
あ

る
と

判
断
し
た
事
業
 

→
 
審
議
結
果
を
踏
ま
え
、
事
後
評

価
の

実
施

主
体

の
長

が
実

施
時

期
を
決
定
 

【
直
轄
事
業
】
 

（
本
省
等
が
行
う
事
業
の
場
合
）
 

本
省
、
外
局
又
は
国
土
交
通
省
の

設
置
す
る
特
別
の
機
関
 

（
地

方
支

分
部

局
等

が
行

う
事

業

の
場
合
）
 

地
方
支
分
部
局
等
 

【
独
立
行
政
法
人
等
施
行
事
業
】
 

独
立
行
政
法
人
等
 

【
補
助
事
業
等
】
 

地
方
公
共
団
体
等
、
地
方
公
社
又

は
民
間
事
業
者
等
 

以
下
の
視
点
に
よ
り
評
価
 

①
 

費
用

対
効

果
分

析
の

算
定

基

礎
と
な
っ
た
要
因
（
費
用
、
施
設

の
利
用
状
況
、
事
業
期
間
等
）
の

変
化
 

②
 
事
業
の
効
果
の
発
現
状
況
 

③
 

事
業

実
施

に
よ

る
環

境
の

変

化
 

④
 
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

⑤
 
今
後
の
事
後
評
価
の
必
要
性
 

⑥
 
改
善
措
置
の
必
要
性
 

⑦
 
同
種
事
業
の
計
画
・
調
査
の
在

り
方

や
事

業
評

価
手

法
の

見
直

し
の
必
要
性
 

  

○
 
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
完
了
後

の
事

後
評

価
を

今
後

実
施

す
る

か
ど
う
か
、
改
善
措
置
を
実
施
す

る
か

ど
う

か
等

の
対

応
方

針
を

決
定
 

○
 

事
後

評
価

の
結

果
を

同
種

事

業
の
計
画
・
調
査
の
在
り
方
や
事

業
評

価
手

法
の

見
直

し
等

に
反

映
 

（
注
）
１
 
国
土
交

通
省
の
基
本
計
画
、
評
価
実

施
要
領
等
を
基
に
作
成
し
た
。
 

２
 

「
区

分
」

欄
の

（
 
）
内
は
、
国
土
交
通
省
の
区
分
に
お
け
る
呼
称
で
あ
る
。
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【
環
境
省
】
 

区
分
 

対
象
事
業
 

実
施
時
期
 

実
施
主
体
 

評
価
手
法
 

評
価
結
果
に
基
づ
く
対
応
 

事
前
評
価
 

評
価

法
施

行
令

第
３

条
に

規
定

す

る
個

々
の

公
共

的
な

建
設

の
事

業

の
実

施
又

は
補

助
を

目
的

と
す

る

政
策
 

 

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
 

市
町
村
等
が
補
助
金
の
交
付
を
 

受
け
て
行
う
廃
棄
物
処
理
施
設
の
 

整
備
事
業
で
あ
っ
て
、
国
庫
補
助
 

対
象
事
業
費
が

10
億
円
以
上
を
要
 

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
個
々
の
 

事
業
（
災
害
等
に
よ
る
施
設
の
復
 

旧
事
業
を
除
く
。）

 

自
然
公
園
等
事
業
 

直
轄
事
業
及
び
自
然
環
境
整
備
 

交
付
金
事
業
の
う
ち
以
下
の
事
業
 

を
除
く
す
べ
て
の
事
業
 

①
維
持
、
管
理
に
係
る
事
業
 

②
災
害
復
旧
に
係
る
事
業
 

③
ご
く
少
額
の
事
業
（
2,
00
0
万
 

円
以
下
の
事
業
）
 

④
調
査
に
係
る
事
業
 

【
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
】
 

評
価

対
象

補
助

事
業

の
国

庫
補

助
の
採
択
の
決
定
に
併
せ
て
、
当
該

評
価

対
象

補
助

事
業

の
評

価
を

実

施
 

 【
自
然
公
園
等
事
業
】
 

原
則

と
し

て
当

該
予

算
に

係
る

年
度
の
前
年
度
末
ま
で
に
実
施
（
補

正
予

算
等

に
よ

り
年

度
途

中
に

評

価
対
象
事
業
を
実
施
す
る
場
合
は
、

当
該
年
度
に
評
価
を
実
施
）
 

【
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
】
 

環
境
省
（
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ

サ
イ
ク
ル
対
策
部
）
 

 【
自
然
公
園
等
事
業
】
 

○
直
轄
事
業
 

（
国
立
公
園
整
備
事
業
）
 

地
方
環
境
事
務
所
 

（
国
民
公
園
等
整
備
事
業
）
 

国
民
公
園
等
管
理
事
務
所
 

○
自
然
環
境
整
備
交
付
金
事
業
 

自
然

環
境

整
備

交
付

金
の

交
付

を
受
け
る
都
道
府
県
 

【
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
】
 

市
町
村
、
都
道
府
県
及
び
民
間
事

業
者
等
が
、
補
助
金
の
申
請
に
当
た

り
提

出
す

る
事

業
計

画
書

に
お

い

て
当

該
評

価
対

象
補

助
事

業
に

関

し
て

自
ら

実
施

す
る

費
用

対
効

果

分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
、
評
価
対
象

補
助
事
業
の
必
要
性
、
効
率
性
及
び

有
効

性
の

観
点

等
か

ら
費

用
対

効

果
分

析
を

実
施

す
る

こ
と

等
に

よ

り
、
当
該
評
価
対
象
補
助
事
業
の
評

価
を
実
施
 

 【
自
然
公
園
等
事
業
】
 

費
用

便
益

分
析

及
び

そ
の

他
の

手
法
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
客
観
的

に
事
業
を
評
価
 

  

【
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
】
 

評
価
結
果
は
、
国
庫
補
助
対
象
事

業
と

し
て

の
採

否
の

決
定

に
活

用

す
る
ほ
か
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
整

備
方
策
等
の
検
討
に
活
用
 

 【
自
然
公
園
等
事
業
】
 

評
価
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
事
業

の
予

算
化

に
係

る
対

応
方

針
を

決

定
 

（
注
）
環
境
省
の
基
本
計
画
、
評
価
実
施
要
領
等
を
基
に
作
成
し
た
。
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【総務省】

策定・改訂
時　　　期

インターネットアドレス

平成21年７月10日

平成14年５月９日

【厚生労働省】

策定・改訂
時　　　期

インターネットアドレス

平成21年４月21日
http://www.mhlw.go.jp/topics/buk
yoku/kenkou/suido/jouhou/other/o
7shikou04.html

平成21年４月21日
http://www.mhlw.go.jp/topics/buk
yoku/kenkou/suido/jouhou/other/o
7shikou05.html

平成21年４月21日
http://www.mhlw.go.jp/topics/buk
yoku/kenkou/suido/jouhou/other/o
7shikou06.html

平 成 19 年 ７ 月
http://www.mhlw.go.jp/topics/buk
yoku/kenkou/suido/hourei/jimuren
/dl/070730-4.pdf

【農林水産省】

策定・改訂
時　　　期

インターネットアドレス

平成21年８月７日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/090807.pdf

平成20年２月１日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/checklist_h2002.pd
f

平成18年８月29日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/mr_hojyo.pdf

　土地改良事業の費用対効果分析に関する基本指針の制定について 平成20年３月31日 書籍出版

平成21年３月31日 書籍出版

平 成 20 年 ３ 月

平 成 20 年 ３ 月

平 成 13 年 ４ 月

平 成 22 年 １ 月

平 成 16 年 ６ 月 http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyok
o_gyozyo/pdf/sub53c.pdf

平成18年３月31日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/m_kouei.pdf

平成18年８月29日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/r_kokuei.pdf

直轄海岸
保全事業

平成18年３月31日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/m_kaigan.pdf

平成20年４月１日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/m_kikou.pdf

平成20年４月１日
http://www.maff.go.jp/nouson/hyo
uka/seido/pdf/r_kikou.pdf

平成18年５月10日
http://www.rinya.maff.go.jp/seis
aku/hyouka/hyoukayouryou.pdf

平成21年８月31日
http://www.rinya.maff.go.jp/j/se
kou/hyouka/pdf/6sannkou.pdf

平成18年５月１日
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyos
ei/assess/hyouka/pdf/hyoukagaiyo
u.pdf

平 成 21 年 ４ 月
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyok
o_gyozyo/pdf/sub7921.pdf

平 成 16 年 ６ 月
http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyok
o_gyozyo/pdf/sub53c.pdf

国営土地
改良事業
等

機 構 営
事 業

 林野公共事業

機構営事業等事後評価実施要領

林野公共事業の事業評価実施要領

国営土地改良事業等事後評価実施要領

直轄海岸保全施設整備事業再評価実施要領

農業農
村整備
事業等

　海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】

　農村生活環境整備費用対効果分析マニュアル

農業農村整備事業等における新規地区採択時の評価手法の明確化につい
て

農業農村整備（畜産公共）事業における新規地区採択時の評価手法の明
確化について

　水環境整備の効果算定マニュアル（案）

機構営事業等再評価実施要領

水道施設整備事業の評価実施要領

　水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目

　独立行政法人水資源機構事業評価実施細目

資料Ⅰ－２－２－④　　　公共事業に関する評価実施要領・費用対効果分析マニュアル等の策定状況

農業農村整備事業等補助事業評価（期中・完了後）実施要領

　農業集落排水事業費用対効果分析マニュアル

要　　領　　等　　名

　土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について

要　　領　　等　　名

　水道事業の費用対効果分析マニュアル

要　　領　　等　　名

国営土地改良事業等再評価実施要領

　林野公共事業における費用対効果分析について（概要）

水産関係公共事業 　水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン

　海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】

水産関係公共事業の事業評価実施要領

平成21年度総務省事前評価実施要領

　費用便益分析マニュアル

　草地開発整備事業計画設計基準
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【経済産業省】

策定・改訂
時　　　期

インターネットアドレス

平成14年４月１日

http://www.meti.go.jp/topic/down
loadfiles/e20401bj.pdf
書籍出版

平成14年４月１日
http://www.meti.go.jp/topic/down
loadfiles/e20401bj.pdf

【国土交通省】

策定・改訂
時　　　期

インターネットアドレス

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/common/000
055658.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/common/000
055660.pdf

平成20年７月１日
http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka
/public/090601/youryou/jigo08070
1.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/common/000
055659.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/common/000
055662.pdf

平成20年７月１日
http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka
/public/090601/youryou/jigo_sono
ta080701.pdf

平成14年８月30日
http://www.mlit.go.jp/kisha/kish
a02/13/130830/130830_1.pdf

平成21年６月１日
http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka
/public/090601/shishin/shishin09
0601.pdf

平成21年７月13日
http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka
/public/090713/cvmshishin/cvmshi
shin090713.pdf

平成21年７月13日
http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka
/public/090713/jigohyouka/jigohy
ouka090713.pdf

平成14年９月20日
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/lr_shin_
saimoku.pdf

平成14年９月20日
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/lr_sai_s
aimoku.pdf

平 成 21 年 ７ 月
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/lrcbanal
ysis.pdf

平成21年８月20日
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/ur_shin_
saimoku.pdf

平成21年８月20日
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/ur_sai_s
aimoku.pdf

平成21年８月20日
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/ur_jigo_
saimoku.pdf

平成19年12月13日
http://www.mlit.go.jp/crd/city/s
igaiti/materials/images/urcbanal
ysis.pdf

平成15年12月25日

平 成 13 年 １ 月

平成10年７月７日

平成10年７月７日

平成14年８月19日
http://www.mlit.go.jp/common/000
028824.pdf

平成14年８月19日
http://www.mlit.go.jp/common/000
028825.pdf

平成16年３月16日
http://www.mlit.go.jp/common/000
028826.pdf

平 成 14 年 ２ 月
http://www.mlit.go.jp/common/000
028827.pdf

平成14年４月１日

平 成 13 年 ４ 月

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る完了後の事後評価実施要領

工業用水道事業

要　　領　　等　　名

都市再開発関連公共施設整備促進事業に係る新規採択時評価
実施要領細目

都市再開発関
連公共施設整
備促進事業○

都市再生総合
整備事業等○

都市再生交通
拠点整備事業

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評価実施要
領

工業用水道事業に係る政策評価実施要領

完了後の事後評価の解説

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領

国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領

公共事業評価の基本的考え方

公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）

仮想的市場評価法（ＣＶＭ）適用の指針

要　　領　　等　　名

国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領

　費用対効果分析実施細目

土地区画整理事業

土地区画整理事業に係る新規事業採択時評価実施要領細目

土地区画整理事業に係る再評価実施要領細目

　土地区画整理事業における費用便益分析マニュアル（案）

市街地再開発
事業等○○○

市街地再開発事業等に係る新規事業採択時評価実施要領細目

市街地再開発事業等に係る再評価実施要領細目

市街地再開発事業等に係る事後評価実施要領細目

　市街地再開発事業の費用対効果分析マニュアル案

　市街地再開発事業における事後評価手法マニュアル（案）

　都市防災推進事業　事業評価マニュアル

都市再開発関連公共施設整備促進事業に係る再評価実施要領
細目

都市再生総合整備事業等に係る新規採択時評価実施要領細目

都市再生総合整備事業等に係る再評価実施要領細目

都市再生総合整備事業等に係る事後評価実施要領細目

　都市再生総合整備事業及び市街地環境整備事業の新規採択
時評価マニュアル案

都市再生交通拠点整備事業新規事業採択時評価実施要領細目

　都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュア
ル（案）
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平成14年４月１日

平成14年４月１日

平 成 19 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/crd/park/s
hisaku/p_toshi/hyouka/pdf/hyouka
_daikibo.pdf

平 成 19 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/crd/park/s
hisaku/p_toshi/hyouka/pdf/hyouka
_shoukibo.pdf

平成16年２月23日

平成19年11月22日

平成16年２月23日

平 成 18 年 11 月

平 成 20 年 ４ 月

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir
-hyouka/sin_saimoku.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir
-hyouka/sai_saimoku.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir
-hyouka/jigo_saimoku.pdf

平 成 20 年 11 月
http://www.mlit.go.jp/road/ir/hy
ouka/plcy/kijun/bin-ekiH20_11.pd
f

平 成 20 年 11 月
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir
-hyouka/manual_2.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/kasen_01.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/kasen_02.pdf

平成21年４月１日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/kasen_03.pdf

平 成 17 年 ４ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h1704/chisui.pdf

平 成 12 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h1206/tebiki.pdf

平 成 12 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h1206/tebiki-b.pdf

平 成 20 年 ５ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h2005/cvm.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/kaigan_01.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/kaigan_02.pdf

平成16年１月９日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/kaigan_03.pdf

平 成 16 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/kowan/bene
ki/index.html

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/sabo_01.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/sabo_02.pdf

平成16年１月９日
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/pdf/sabo_03.pdf

平 成 12 年 ２ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h1202/cost_debrisflow.pdf

平 成 12 年 １ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h1201/cost_landslide.pdf

平 成 11 年 ８ 月
http://www.mlit.go.jp/river/basi
c_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyo
uka/h1108/cost_steepslope.pdf

平成14年９月12日

平成14年９月12日

平 成 14 年 ２ 月

海岸事業

砂防事業等

まちづくり総合
支援事業○○○

都市公園等事業

都市公園等事業の新規事業採択時評価実施要領細目

都市公園等事業の再評価実施要領細目

　改定第２版　大規模公園費用対効果分析手法マニュアル

　改定第１版　小規模公園費用対効果分析手法マニュアル

下水道事業

下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目

下水道事業の再評価実施要領細目

下水道事業の事後評価実施要領細目

　下水道事業における費用効果分析マニュアル（案）

　下水道事業における費用効果分析マニュアル（案）（追補
版）

道路事業・街路
事業○○○○○

道路事業・街路事業に係る新規事業採択時評価実施要領細目

道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目

道路事業・街路事業に係る事後評価実施要領細目

　費用便益分析マニュアル

　費用便益分析マニュアル＜連続立体交差事業編＞

河川及びダム事業

河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目

河川及びダム事業の再評価実施要領細目

河川及びダム事業の完了後の事後評価実施要領細目

　治水経済調査マニュアル（案）

　河川に係る環境整備の経済評価の手引き（試案）

　河川に係る環境整備の経済評価の手引き（試案）［別冊］

　ＣＶＭを適用した河川環境整備事業の経済評価の指針
（案）

海岸事業の新規事業採択時評価実施要領細目

海岸事業の再評価実施要領細目

海岸事業の事後評価実施要領細目

　海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）

砂防事業等の新規事業採択時評価実施要領細目

砂防事業等の再評価実施要領細目

砂防事業等の事後評価実施要領細目

　土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）

　地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）

　急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）

まちづくり総合支援事業に係る新規採択時評価実施要領細目

まちづくり総合支援事業に係る再評価実施要領細目

　まちづくり総合支援事業の新規採択時評価マニュアル案
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平成14年４月１日

平成10年７月１日

平成10年７月１日

平 成 11 年 １ 月

平成14年４月１日

平成14年４月１日

平 成 11 年 １ 月

平成14年４月１日

平成14年４月１日

平 成 11 年 １ 月

平成14年４月１日

平成14年４月１日

平 成 14 年 ４ 月

平成14年４月１日

平 成 11 年 ４ 月

平成21年７月23日
http://www.mlit.go.jp/common/000
048988.pdf

平成21年７月23日
http://www.mlit.go.jp/common/000
048989.pdf

平成21年７月23日
http://www.mlit.go.jp/common/000
048991.pdf

平 成 17 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/tetudo/jig
yo_hyoka/manual2005.html

平成16年７月１日
http://www.mlit.go.jp/kowan/topi
cs/seisakuhyouka/saimoku-shin.
pdf

平成16年７月１日
http://www.mlit.go.jp/kowan/topi
cs/seisakuhyouka/saimoku-sai.
pdf

平成16年３月１日
http://www.mlit.go.jp/kowan/topi
cs/seisakuhyouka/saimoku-jigo.
pdf

平 成 16 年 ６ 月
http://www.mlit.go.jp/kowan/topi
cs/seisakuhyouka/manual/manual.p
df

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/common/000
057925.pdf

平成21年12月24日
http://www.mlit.go.jp/common/000
057926.pdf

平成16年７月14日
http://www.mlit.go.jp/koku/04_ou
tline/04_seisaku/04_kobetsu/hyou
ka_img/jigo_02.pdf

平 成 18 年 ３ 月
http://www.mlit.go.jp/koku/04_ou
tline/04_seisaku/04_kobetsu/hyou
ka_img/cbrapt%20ver.4.pdf

平 成 18 年 ３ 月
http://www.mlit.go.jp/koku/04_ou
tline/04_seisaku/04_kobetsu/hyou
ka_img/cbrils2005.pdf

平 成 21 年 ２ 月
http://www.mlit.go.jp/common/000
032677.pdf

平 成 15 年 ７ 月
http://www.mlit.go.jp/koku/04_ou
tline/04_seisaku/04_kobetsu/hyou
ka_img/cbrmtsat.pdf

平成21年12月24日
http://www.kaiho.mlit.go.jp/seis
akuhyoka/j-21sinnsaisoku-
21h21.12.pdf

平成21年12月24日
http://www.kaiho.mlit.go.jp/seis
akuhyoka/j-21saisaisoku-21h21.
12.pdf

平成16年１月23日
http://www.kaiho.mlit.go.jp/seis
akuhyoka/j%20jigosaisoku%20h16.p
df

平成21年７月30日
http://www.kaiho.mlit.go.jp/seis
akuhyoka/j-21hiyou-manyual-21
h21.pdf

平成14年３月22日

－

公営住宅整備事業

住宅市街地整備
総合支援事業○

密集住宅市街地
整備促進事業○

住宅宅地関連公
共施設等総合整
備事業○○○○

住宅宅地関連公共施設整備等総合事業に係る再評価実施要領
細目

公営住宅整備
事業等○○○

鉄道関係公共事業

港湾関係事業

航空関係公共事業

　住宅宅地関連公共施設等総合整備事業費用対効果分析マ
ニュアル

公営住宅整備事業等に係る新規事業採択時評価実施要領細目

　公営住宅整備事業の新規事業採択時評価手法の解説

鉄道関係公共事業の新規事業採択時評価実施細目

小笠原諸島振興
開発事業○○○

　事業評価マニュアル

公営住宅整備事業等に係る再評価実施要領細目

住宅地区改良事業等に係る新規採択時評価実施要領細目

住宅地区改良事業等に係る再評価実施要領細目

　住宅地区改良事業等費用対効果分析マニュアル

住宅市街地整備総合支援事業に係る新規採択時評価実施要領
細目

住宅市街地整備総合支援事業に係る再評価実施要領細目

　住宅市街地整備総合支援事業費用対効果分析マニュアル

密集住宅市街地整備促進事業新規事業採択時評価実施要領細
目

密集住宅市街地整備促進事業再評価実施要領細目

　密集住宅市街地整備促進事業　評価マニュアル

住宅宅地関連公共施設等総合整備事業に係る新規事業採択時
評価実施要領細目

鉄道関係公共事業の再評価実施細目

鉄道関係公共事業の完了後の事後評価実施細目

　鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル2005

港湾整備事業及び海岸事業の新規事業採択時評価実施要領細
目

港湾整備事業及び海岸事業の再評価実施要領細目

港湾関係事業及び海岸事業の事後評価実施要領細目

　港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル

航空関係公共事業の新規事業採択時評価実施細目

航空関係公共事業の再評価実施細目

航空関係公共事業の事後評価実施細目

　空港整備事業の費用対効果分析マニュアルVer.4

　航空保安システムの費用対効果分析マニュアル2005
― 精密進入の高カテゴリー化・双方向化編 ―

  航空保安システムの費用対効果分析マニュアル
― 航空路監視レーダー整備事業編 ―

　航空衛星システム整備の再評価に係る資料及び対応方針
（原案）

航路標識整備事業

航路標識整備事業の新規事業採択時評価実施細目

航路標識整備事業の再評価実施細目

航路標識整備事業の事後評価実施細目

　航路標識整備事業の費用対効果分析マニュアル

小笠原諸島振興開発事業に係る新規事業採択時評価実施要領
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平成21年12月24日
http://www.kaiho.mlit.go.jp/seis
akuhyoka/sonotasinsaisoku.h20.pd
f

平成21年12月24日
http://www.kaiho.mlit.go.jp/seis
akuhyoka/sonotasaisaisoku.h20.pd
f

平成22年２月９日
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/
hyouka/keiri/saitakuji-hyouka.
pdf

平成22年２月９日
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/
hyouka/keiri/sai-hyouka.pdf

平成16年１月30日
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/
hyouka/keiri/jigo-hyouka.pdf

平成16年１月30日
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/
hyouka/keiri/hyouka-manual.pdf

平成14年３月25日

平成14年３月25日

平成16年３月11日

平 成 12 年 ２ 月

平成16年３月11日

平成16年４月１日
http://www.mlit.go.jp/gobuild/se
saku/valuation/pdf/sinnki_saimok
u.pdf

平成16年４月１日
http://www.mlit.go.jp/gobuild/se
saku/valuation/pdf/sai_saimoku.p
df

平成16年４月１日
http://www.mlit.go.jp/gobuild/se
saku/valuation/pdf/jigo_saimoku.
pdf

平成20年３月31日
http://www.mlit.go.jp/gobuild/se
saku/valuation/pdf/sinnki_shuhou
.pdf

平成20年３月31日
http://www.mlit.go.jp/gobuild/se
saku/valuation/pdf/sai_shuhou.pd
f

平成20年３月31日
http://www.mlit.go.jp/gobuild/se
saku/valuation/pdf/jigo_shuhou.p
df

【環境省】

策定・改訂
時　　　期

インターネットアドレス

平成14年10月３日

平 成 12 年 ３ 月

平成11年３月９日

平成18年１月19日

平成20年２月８日

平成20年１月31日

平成20年２月８日

平 成 19 年 ２ 月

平成20年２月８日

平成20年２月22日

平成20年２月22日

平成20年２月22日

自然公園等事業

自然公園等事業の再評価実施要領細目

（注）１　平成14年度以降に評価書が送付されてきた事業等に係る評価実施要領等について整理した。
　　　２　「策定・改定時期｣欄及び「インターネット掲載の有無」欄は、原則として平成22年３月31日現在の状況を記載した。

自然公園等事業の新規採択時評価実施要領

自然公園等事業の費用便益分析マニュアル

廃棄物処理施設整備事業の再評価の実施について

自然公園等事業の新規採択時評価実施要領細目

自然公園等事業の再評価実施要領

廃棄物処理施設整備に対する国庫補助事業に関する政策評価
（事前評価）実施要領

　廃棄物処理施設整備に係る費用対効果分析について

観光基盤施設整備事業の新規事業採択時評価実施細目

廃棄物処理施設
整備に対する国
庫補助事業○○

要　　領　　等　　名

官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価実施要領細目

海上保安庁所管
事業○○○○○

気象庁所管事業

気象庁所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要
領細目

観光基盤施設
整備事業○○

　観光基盤施設整備事業の事後評価マニュアル

海上保安庁所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業
採択時評価実施細目

海上保安庁所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実
施細目

観光基盤施設整備事業の事後評価実施細目

　観光基盤施設整備事業における費用対効果分析マニュアル

　官庁営繕事業に係る再評価手法

　官庁営繕事業に係る事後評価手法

気象庁所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択
時評価実施要領細目

気象庁所管のいわゆる「その他施設費」に係る事後評価実施
要領細目

　気象庁所管のいわゆる「その他施設費」の事業評価マニュ
アル

観光基盤施設整備事業の再評価実施細目

官庁営繕事業に係る再評価実施要領細目

自然公園等事業の再評価の手法について

自然公園等事業の事後評価実施要領

自然公園等事業の事後評価実施要領細目

自然公園等事業の事後評価の手法について

官庁営繕事業

　官庁営繕事業に係る事後評価実施要領細目

　官庁営繕事業に係る新規採択時評価手法
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